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Ⅰ． 商店街実践活動事業の公募について 

 

第１ 目的 

商店街を取り巻く経営環境は、大型商業施設の進出、インターネット販売などによる購買

機会の多様化や人口の減少等により一段と厳しくなっています。また、東日本大震災により

被害を受けた商店街については一層厳しい状況におかれています。 

このため、地域経済を担う商店街振興組合等が行う社会的課題への対応や地域への貢

献、地域コミュニティとの連携等の取り組みを支援することにより、商店街の活性化、消費の

促進を図ることを目的とします。 

 

 

第２ 補助対象事業 

社会的課題（※１）への対応、地域への貢献（※２）、地域コミュニティとの連携（※３）に意欲

的に取り組む事業とします。取り組む事業がこれら３つの事業の複数に該当する場合も対象

とします。 

なお、単に販売目的とする事業や事業に係る業務の全てを委託する事業は、除くものとし

ます。 

※１ 社会的課題とは、次の６項目に対応するものとします。 

 ① 少子高齢化 

② 安全・安心 

③ 低炭素社会構築・環境・リサイクル 

④ 創業・ベンチャー 

⑤ 地域資源・農商工連携 

⑥ 生産性向上（集客力向上、ＩＴ化、物流効率化等） 

 

※２ 地域への貢献には、被災地（東日本大震災により被害を受けた地域。以下、「被災

地」という。）への支援も含みます。 

 

※３ 地域コミュニティとの連携には、被災地の地域コミュニティとの連携も含みます。 

 

 

第３ 補助対象事業者及び補助対象事業者の要件 

１．補助対象事業者  

原則として、商店街振興組合（以下、「組合」という。）、市商店街振興組合連合会（以下、

「市連合会」という。）、区商店街振興組合連合会（以下、「区連合会」という。）及び都道府

県商店街振興組合連合会（以下、「県振連」という。）とします。 

   なお、取り組む事業が、被災地への支援や被災地の地域コミュニティとの連携となる場合

には、上記の補助対象事業者に加え、これらに類する団体であって、代表者活動内容及び

財産管理方法について確認できる者も補助対象とします。 

以下、組合、市連合会、区連合会、県振連及び、これらに類する団体を本公募要領では 
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組合等とします。 

 

２．補助対象事業者の要件 

（１） 補助対象事業者が、平成２３年７月２５日現在で、設立（結成）から、１年以上経過し

ていること。 

（２） 補助対象事業者が実施しようとする事業内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果

的な実施が可能であると認められること。 

（３） 補助対象事業者の運営が適切に行われており、かつ、専従役職員若しくは実質的

に補助対象事業者の事務を行っている役員等がいるなど、管理運営体制が整備され、

本事業の円滑な実施に支障が生ずるおそれがないこと。 

（４） 補助対象事業者の財政が健全であること。 

（５） 補助対象事業者が、本事業に係る国の補助事業を受けていないこと。（補助事業を

受けることが決定しているものを含む。） 

（６）被災地への支援に寄与する事業を行う事業者は、代表者活動内容及び財産管理方

法について確認できる者であること。 

 

 

第４ 事業実施期間 

補助事業の実施期間は、補助事業の交付決定日（補助事業者への補助金交付決定通知

書により通知した日であって、採択の通知日ではありません。）から平成２４年２月２９日（水）

までの期間内であって、事業計画書に定める実施期間とします。 

なお、補助事業者への交付決定は採択決定後順次行います。交付決定日より前に実施

する事業は補助事業の対象となりません。 

 

 

第５ 補助金額及び補助率 

補助金額は１補助事業者当たり１００万円を上限額とし、下限額は３０万円とします。 

補助率は、補助対象経費の１０分の１０以内とします。 

なお、１補助事業者が複数の補助対象事業を実施する場合は、実施事業の件数にかか

わらず補助金総額の上限額は、１００万円とします。 

 

 

第６ 補助対象経費 

補助対象経費は次の１３項目とします。（詳細は別紙２を参照。） 

 

①専門家謝金、②専門家旅費、③役職員旅費、④会議費、⑤会場借料、⑥会場設営費、

⑦広報費、⑧印刷製本費、⑨通信運搬費、⑩備品費、⑪委託費、⑫雑役務費、⑬その他

の経費。 

（注１） 補助対象経費は、補助事業の実施期間内に発生した経費であって、本事業に要

した経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等を確認で
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きるものとなります。なお、消費税、領収書の宛名が交付申請者でないもの及び交

付決定日より前に発注を行った事業に係る経費等については、対象となりませ

ん。 

（注２） 経費明細にかかる謝金等の経費については別紙２、３及び４に基づいて積算し

て下さい。なお、県振連等が別途規程している場合はこの限りではありません。但

し、支給金額は別紙３及び４の基準を上限とします。 

 

第７ 応募申請手続き等 

１．応募書類 

応募される組合等は、次の応募書類を提出してください（なお、複数事業を応募する場

合は、事業計画書の様式３について、様式３－２、３－３、・・・として追加して下さい。経費

明細書も同様に追加してください。） 

 

２．応募書類提出先及び問い合わせ先 

応募書類は、原則として、管轄の県振連へ郵送で提出してください。（応募書類は、

県振連を経由し一括して、全国商店街振興組合連合会（以下、「全振連」という。）へ提出

されることになっています。） 

なお、やむを得ず県振連を経由されない場合は直接、全振連へ提出してください。 

応募書類提出先及び問い合せ先は、全振連については下記のとおり、管轄の各県振

連については別紙１となります。 

（１） 応募申請書 （様式１） １部 

（２） 組合等の概要 （様式２） ７部 

（３） 事業計画書 （様式３） ７部 

（４） 経費明細表 （様式４） ７部 

（５） 添付書類   

・直近年度の事業報告書及び決算関係書類 ２部 

・定 款（任意の団体については会則等定款に替わるもの） ２部 

・その他（商店街パンフレットや商店街ＰＲ写真・資料等） ７部 

（※事業報告書及び決算関係書類が被災のため準備できない場合は、商

店街パンフレット等商店街の事業活動がわかる資料） 

  

  

 ＜提出に当たっての留意事項＞ 

 ① 記入例を参考に記入してください。 

 ② 経費明細にかかる謝金等の経費については別紙２、３及び４に基づいて積算してく

ださい。なお、県振連等が別途規程を設けている場合はこの限りではありません。

但し、支給金額は別紙３及び４の基準を上限とします。 

 ③ 提出書類等は返却いたしません。 

 ④ 提出する用紙は、A４版（縦）で統一し、左上１箇所をホッチキス止めしてください。 

⑤上記以外にも採択にあたり、必要な書類の提出を求めることがあります。 
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全国商店街振興組合連合会  

所 在 地：〒104-0033  

東京都中央区新川２－２２－６ ＳＪＩビル３階 

電   話：０３－３５５３－９３００ 

ファックス：０３－３５５３－９３０３ 

Ｅメール ：zen-nagashima@cb.wakwak.com 

担   当：企画支援部 長島、高橋 

３．公募開始日 

平成２３年７月４日（月） 

 

４．応募締切日 

平成２３年７月２５日（月）消印有効 

 

５．応募の受付 

応募書類は原則郵送での受付とします。封筒に赤字で「商店街実践活動事業応募申請

書類在中」と記入し、上記２．の提出先へ応募締切日までに郵送してください（応募締切日

当日の消印までのものを有効とします。なお、メール、ＦＡＸでの提出は受け付けませ

ん。）。 

 

６．審査 

応募書類については、下記の審査項目、審査の観点に基づき、学識経験者等により構

成する審査委員会において審査を行います。なお、審査に当たり問い合わせを行う場合

があります。また、審査は応募書類をもって行われますので、不備のないよう十分ご注意く

ださい。 

審 査 項 目 審  査  の  観  点 

①事業手法 ● 事業がその地域において新規性のある取り組みか。 

● 地域コミュニティ等との連携した事業となっているか。 

②事業効果 ● 事業の実施によって、賑わいが増し、商店街の売上げ増などが見

込まれ、地域経済の潤いに寄与するか。 

● 社会的課題（＊）に対応するための取り組みであり、相応の効果が

期待できるものか。 

● 事業が単発的なものではなく、持続的・継続的な効果を期待できる

ものであるか。 

● 被災地への支援を行う事業については、地域への貢献が期待で

きるとともに、事業実施組合等の商店街の活性化が期待できるも

のであるか。 

③事業実現性 ● 事業実施スケジュール、予算、実施主体の財務内容などから無理

なく実現可能なものか。 

＊ 社会的課題は、「第２ 補助対象事業」に掲げる少子高齢化、安全・安心等の６項目です。 
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７．審査結果の通知・公表 

審査結果については、後日、全振連から応募申請者あてに通知するとともに、全振連

ＨＰ等で公表します。 

採択の通知は、あくまでも補助対象候補として選定されたことをお知らせするもので

あって、正式な決定ではありませんのでご注意下さい。 

採択となった事業者に対しては、別途、都道府県ごとに本補助事業の実施に当たって

の説明会を開催し、商店街実践活動事業補助金交付規程等を渡しますので、当該交付規

程に基づき補助金の交付申請の手続きを行ってください。 

正式には、補助金交付申請書を改めてご提出いただき、全振連より交付決定を受ける

必要があります。 

 

 

第８ 補助対象者の義務 

本補助事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１） 公募要領、補助金交付規程等に留意し、適正に事業を実施しなければなりません。 

（２）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場

合又は補助事業を中止若しくは廃止する場合は、事前に全振連の承認を得なければ

なりません。 

（３）補助事業を完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、その日から３０日を

経過した日又は３月１０日のいずれか早い日までに、また事業完了期限の延長承認

を受けた組合等は、事業完了期限から１週間以内に全振連に対して補助事業実績報

告書を提出しなければなりません。 

（４）補助事業を行うに当たっては特別会計等の区分経理を行っていただきます。経理は、

収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、事業終了後５年間保存するとともに、

補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。 

（５）補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下、「取得財産等」とい

う。）については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意を持って管理し、補助

金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。 

（６）取得財産等のうち、一部処分を制限される財産（以下、「処分制限財産」という。）

があります。処分制限財産を処分する必要があるときは、事前にその承認を受けな

ければなりません。（処分制限財産の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保

に供する処分その他の処分をする場合は、財産処分の承認を要します。） 

   また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部を全振連に納付させるこ

とがあります。 

（７）各事業を実施するにあたって、個別法令等の許可等が必要な場合には、当該許可

を得ることが前提となります。 
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第９ 公募開始から補助金支払いまでの流れ 

別紙５を参照ください。 

 

 

第１０ 補助スキーム 

  

 

 

 

 

〔１補助事業者に対する補助額〕 上限 ： １００万円 

                        下限 ：  ３０万円 

 

 

第１１ その他 

（１）補助金の支払については、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の

精算払いとなります。 

（２）補助事業の進捗状況確認のため、全振連等が実地検査に入ることがあります。 

（３）補助事業終了後の補助金額確定にあたり、証拠書類の確認ができない場合や、その

他規則に照らして補助できない場合については、当該経費は補助対象外となります。 

（４）補助対象者が他の用途への無断流用、虚偽報告などの行為をした場合には、補助金

の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

（５）採択された場合であっても、予算の都合等により要望金額が減額される場合があり

ます。 

 

 

  

国 全国商店街振興組合連合会 

（略称：全振連） 
組合等 

補助（定額） 補助（定額） 〔補助対象者〕 
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（別紙１）  

都 道 府 県 振 連 所 在 地 一 覧 

 

北海道振連 （TEL: 011－222－4933、FAX: 011－222－7747） 

〒060-0001 札幌市中央区北１条西 2-2-1 北海道経済センター７Ｆ 

青森県振連 （TEL: 017－777－2325、FAX: 017－773－5582） 

〒030-0823 青森市本町 2-9-17 青森県中小企業会館（青森県中央会内) 

岩手県振連 （TEL: 019－624－1363、FAX: 019－624－1266） 

〒020-0023 盛岡市内丸 14-8 岩手県米連ビル（岩手県中央会内） 

宮城県振連 （TEL: 022－222－5561、FAX: 022－222－5557） 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉 1-14-2 

宮城県商工振興センター (宮城県中央会内) 

秋田県振連 （TEL: 018－863－8701、FAX: 018－865－1009） 

〒010-0923 秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5F（秋田県中央会内） 

山形県振連 （TEL: 023－647－0360、FAX: 023－647－0362） 

〒990-8580 山形市城南町 1-1-1  霞城セントラル 14 階(山形県中央会内) 

福島県振連 （TEL: 024－536－1261、FAX: 024－536－1217） 

〒960-8053 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 10Ｆ（福島県中央会内) 

茨城県振連 （TEL: 029－224－8030、FAX: 029－224－6446） 

〒310-0801 水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館８F（茨城県中央会内） 

栃木県振連 （TEL: 028－635－2300、FAX: 028－635－2302） 

〒320-0806 宇都宮市中央 3-1-4 栃木県産業会館（栃木県中央会内） 

群馬県振連 （TEL: 027－232－4123、FAX: 027－234－2266） 

〒371-0026 前橋市大手町 3-3-1  群馬県中小企業会館 3Ｆ（群馬県中央会内） 

埼玉県振連 （TEL: 048－641－1315、FAX: 048－644－8065） 

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5  

大宮ソニックシティ 9Ｆ（埼玉県中央会内） 

千葉県振連 （TEL: 043－306－3284、FAX: 043－247－8410） 

〒260-0026 千葉市中央区千葉港 4番 2号 千葉県中小企業会館(千葉県中央会内) 

東京都振連 （TEL: 03－3542－0231、FAX: 03－3542－0236） 

〒104-0061 中央区銀座 2-10-18 東京都中小企業会館内） 

神奈川県振連（TEL: 045－633－5133、FAX: 045－633－5139 

〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80 

 神奈川中小企業センター9Ｆ(神奈川県中央会内) 

新潟県振連 （TEL: 025－267－1390、FAX: 025－267－1386） 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町 1-47-1 新潟県中小企業会館（新潟県中央会内） 

長野県振連 （TEL: 026－228－ 1171、FAX: 026－228－1184） 

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 

長野県中小企業指導センター（長野県中央会内） 

山梨県振連 （TEL: 055－228－6229、FAX: 055－223－4118） 



 - 8 - 

〒400-0032 甲府市中央１－4－７  天野三洋ビル 3階 

 

静岡県振連 （TEL: 054－252－8161、FAX: 054－252－6610） 

〒420-0853 静岡市葵区黒金町 20-8 (静岡商工会議所会館内) 

愛知県振連 （TEL: 052－563－0550、FAX: 052－563－0560） 

〒460-0002 名古屋市中村区名駅 4-4-38 

ウインクあいち（愛知県産業労働センター15 階) 

岐阜県振連 （TEL: 058－277－1107、FAX: 058－276－1496） 

〒500-8384 岐阜市薮田南 5-14-53  県民ふれあい会館 12Ｆ 

三重県振連 （TEL: 059－253－3146、FAX: 059－228－5197） 

〒514-0004 津市栄町 1-891 三重県合同ビル 6F(三重県中央会内) 

富山県振連 （TEL: 076－423－1172、FAX: 076－423－1174） 

〒930-0083 富山市総曲輪 2-1-3 富山商工会議所内 

石川県振連 （TEL: 076－222－8779、FAX: 076－222－8779） 

〒920-0918 金沢市尾山町 9-13 金沢商工会議所内 

福井県振連 （TEL: 0776－33－1471、FAX: 0776－33－1472） 

〒918-8004 福井市西木田 2-8-1 福井商工会議所ビル 6Ｆ 

滋賀県振連 （TEL: 077－511－1430、FAX: 077－525－5537） 

〒520-0806 大津市打出浜 2-1 「コラボしが 21」 5F（滋賀県中央会内） 

京都府振連   （TEL: 075－221－5915、FAX: 075－252－3740） 

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 80 京都産業会館内 

奈良県振連 （TEL: 0742－85－1195、FAX: 0742－85－1195） 

〒630-8344 奈良市東城戸町 45 アベオフィス内 

大阪府振連 （TEL: 06－6947－4333、FAX: 06－6947－4338） 

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか 6F 

兵庫県振連 （TEL: 078－361－8084、FAX: 078－361－2016） 

〒650-0004 神戸市中央区中山手通 7-28-33 兵庫県立産業会館内 

和歌山県振連（TEL: 073－428－1019、FAX: 073－431－4108） 

〒640-8152 和歌山市十番丁 19 ＷaＪｉＭa十番丁ビル 4F 

鳥取県振連 （TEL: 0857－26 6671、FAX: 0857－27－1922） 

〒680-0845 鳥取市富安 1-96 鳥取県中央会内  

島根県振連 （TEL: 0852－21－4809、FAX: 0852－26－5686） 

〒690-0886 松江市母衣町 55-4 島根県商工会館（島根県中央会内） 

岡山県振連 （TEL: 086－224－2245、FAX: 086－232－4145） 

〒700-0817 岡山市弓之町 4-19-202 岡山県中小企業会館（岡山県中央会内） 

広島県振連 （TEL: 082－294－8628、FAX: 082－294－8628） 

〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-14 千代田工業ビル 3F 

山口県振連 （TEL: 083－922 2606、FAX: 083－925－1860） 

〒753-0074 山口市中央 4-5-16 山口県商工会館（山口県中央会内） 

徳島県振連 （TEL: 088－622－5604、FAX: 088－622－5604） 
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〒770-0911 徳島市東船場町 2-42 徳島市東新町一丁目商店街振興組合内 

香川県振連 （TEL: 087－851－ 8311、FAX: 087－ 822－4377） 

〒760-0066 高松市福岡町 2-2-2-401 香川県産業会館（香川県中央会内） 

 

愛媛県振連 （TEL: 089－975－3632、FAX: 089－975－3611） 

〒791-1101 松山市久米窪田町 337 番地 1 テクノプラザ愛媛 3F（愛媛県中央会内） 

高知県振連 （TEL: 088－845－8870、FAX: 088－845－2434） 

〒781-5101 高知市布師田 3992-2 高知県中小企業会館（高知県中央会内） 

福岡県振連 （TEL: 092－622－8780、FAX: 092－622－6884） 

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 9番 15 号 

 (財)福岡県中小企業振興センター 9F （福岡県中央会内） 

佐賀県振連 （TEL: 0952－23－4598、FAX: 0952－29－6580） 

〒840-0831 佐賀市松原 1-2-35 佐賀商工会館（佐賀県中央会内） 

長崎県振連 （TEL: 095－826－3201、FAX: 095－821－8056） 

〒850-0031 長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 9F（長崎県中央会内） 

熊本県振連 （TEL: 096－353－4666、FAX: 096－353－4577） 

〒860-0017 熊本市練兵町 62 第 2 ロータリービル 3F 

大分県振連 （TEL: 097－536－ 3056、FAX: 097－547－8828） 

〒870-0026 大分市金池町 3-1-64 大分県中小企業会館 4F 

宮崎県振連 （TEL: 0985－29－6234、FAX: 0985－23－4757） 

〒880‐0805 宮崎市橘通東 1-8-11 宮崎市商店街振興組合連合会内 

鹿児島県振連 （TEL: 099－223－2801、FAX: 099－225－2904 

〒892-0821 鹿児島市名山町 9-1 鹿児島県産業会館（鹿児島県中央会内） 

沖縄県振連 （TEL: 098－859－6120、FAX: 098－859－6121） 

〒900-0152 那覇市字小禄 1831－１ 沖縄産業支援センター 605(沖縄県中央会内) 
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（別紙２） 

        補 助 対 象 経 費 

 

経費科目 支     出     範     囲 

【謝金】 

専門家謝金 事業を行うために必要な専門家に対する謝金（事業企画や効率的な実施に

関するアドバイス及び学識経験者等の講演などの経費） 別紙３を参照。 

【旅費】 

専門家旅費 事業を行うために必要な国内旅費  別紙４を参照。 

役職員旅費 事業を行うために必要な国内旅費  別紙４を参照。 

【庁費】 

会議費 事業を行うために必要な会議に要するお茶代 

会場借料 事業を行うために必要なイベント会場等に係る借料 

会場設営費 事業を行うために必要な舞台装置等（電気、看板、装飾、音響設備等に係

る工事費及びレンタル料）警備費、イルミネーション、イベント等に係る

商店街の装飾用などの経費 

広報費 広報を行うために必要な経費（ポスター、チラシ、新聞折込広告料、新聞・

雑誌等広告掲載、テレビ・ラジオＣＭ、案内看板、のぼり、啓発普及品、

打上花火等） 

印刷製本費 事業を行うために必要な経費（調査・事業報告書、抽選券、入場整理券、

スクラッチカード等） 

通信運搬費 事業を行うために必要な通信費、運搬費 

備品費 事業を行うために必要な備品（事業実施に必要不可欠な備品であり、継続

して使用するもの。１回限りの事業に短期間使用する程度であれば不可。） 

委託費 他の事業者に行わせるために必要な経費（イベント等企画・運営、調査等

の委託）。※委託費の合計金額については、補助金交付額の５０％以内 

雑役務費 事業を行うために必要な臨時のアルバイト代 

【その他の経費】 

その他の経費 実践活動事業遂行上必要と認められる経費 

 

【補助対象外になる経費】 

① 消費税は補助の対象としておりません。よって、上記の補助対象経費に係る消費

税は補助対象外となります。 

② 補助対象外の経費（例） 

飲食費（材料を含む。）、記念品代、景品、謝礼（御礼、寸志、商品券等）、

イベント会場等における売出し品等の経費、商店街関係者（構成員、従業員、家

族等）に支払う経費、保険料、金魚すくい・輪投げ等のゲーム経費、道路使用・

占有申請料、振込み手数料、インターネットホームページ開設・更新等の経費、

当該事業以外にも使用可能なものの経費（例えば、パソコン購入費。ただし、パ

ソコンについては事業実施期間のみのレンタルであれば補助対象とする。）、領

収書の宛名が交付申請者でないもの、交付決定より前に支出した経費、等。 
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（別紙３） 

 

 経 費 支 出 基 準 

 

下記を上限とする。 

 

１．専門家謝金 

（１） フォーラム・セミナー等講師謝金（１時間当たり） 

① 大学教授、弁護士、弁理士及び公認会計士等 ５０，０００円 

② 大学准教授、講師、税理士、中小企業診断士等 ４０，０００円 

③ 民間企業等  

 ア 企業経営者 ５０，０００円 

 イ 部長クラス ４０，０００円 

 ウ 課長クラス ３０，０００円 

 エ その他 ２０，０００円 

 

（２）委員会等謝金（１回当たり） 

  専門家委員謝金                                    ２０，０００円 

  商店街委員                                       １２，０００円 

 

（３） その他イベント等出演料（１事業当たり） 

イベント等出演料                                   ２００，０００円 

 

 

２．旅  費 

  全振連が定める「旅費支給細則」(別紙４)によるものとする。（原則、ＪＲ等が発行する時

刻表に準拠する。） 

 

 

３．雑役務費（１人日当たり)                         ８，０００円 
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（別紙４） 

          Ѹ 

 

平成２３年４月１日 

全国商店街振興組合連合会 

 

 

第１章 総   則 

 

（目  的） 

第１条 本細則は、商店街実践活動事業における補助事業の旅費支給について定めるもの

とする。 

（出張命令） 

第２条 出張は、出張命令によって行われなければならない。 

２ 出張命令を変更（取消を含む。以下同じ）する必要があると認める場合は、これを変

更することができる。 

（旅費の請求手続） 

第３条 旅費の請求を受けようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを

支出行為担当者に提出しなければならない。 

２ 航空賃の請求には搭乗時の半券及び航空賃の支払を証する書類を支出行為担当者に提

出しなければならない。 

（旅費の種類） 

第４条 国内出張に係る旅費の種類は、運賃（鉄道賃、航空賃、船賃、車賃）、日当及び宿

泊料とし、第２章の定めにより計算した額を支給する。 

（出張命令に従えなかった出張） 

第５条 第２条による出張命令を受けた出張者が、業務上の必要又は天災その他のやむを

得ない事情により、出張命令（以下「命令」という。）に従って出張することができなか

った場合は、出張後遅滞なく命令の変更の申請をしなければならない。  

２ 前項により命令の変更を申請したが、その変更が認められなかった場合は、出張命令

に従った旅費のみを支給する。 

３ 業務上の必要その他やむを得ない事情により出張命令を変更した結果、キャンセル料

が発生した場合は、当該キャンセル料を支給する。キャンセル料の請求には、支払を証

する書類を支出行為担当者に提出しなければならない。 

 

第２章 国内出張の旅費 

 

第１款  国内出張旅費計算の基準 

（旅費の計算） 
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第６条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算す

る。 

２ 旅費計算の起点は、原則として自宅または勤務地とする。 

３ 往復割引制度が設けられている経路に係る旅費は、当該割引制度を適用した額により

計算する。 

（出張の日数） 

第７条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。 

（出発時刻及び到着時刻の基準） 

第８条 出張者は、原則として用務に就く１時間前までにその用務地に到着するよう出発

するものとする。 

２ 用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とする。 

３ 前２項により計算した出発時刻が８時より以前、帰着時刻が２１時を超えることにな

る場合は、出張日数を 1日加えることを認める。 

 

第２款  国内出張の旅費の支給 

（近距離地域の旅費） 

第９条 東京都区内及び片道５０キロメートル未満の出張については、運賃の実費及び日

当の２分の１を支給する。 

２ 前項の場合であっても、業務上特に宿泊を必要と認める場合は、日当及び宿泊料を支

給することができる。 

（近距離地域以外の旅費） 

第 10条 片道５０キロメートル以上の出張については、起点からの運賃を支給する。特急

料金（新幹線を含む。）、急行料金及び寝台料金（以下「特急料金等」という。）を徴する

列車等を運行している路線を利用して出張する場合は、第６条第１項の定めに即し、次

の特急料金等を支給する。この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給する。 

 ただし、距離がこれに満たない場合でも、必要により特急料金等の支給を認めることも

ある。 

（１）特急料金は片道８０キロメートル（乗継ぎ区間については、５０キロメートル）以

上のとき。 

（２）急行料金は片道５０キロメートル（乗継ぎ区間については、３０キロメートル）以

上で、現に利用するのが可能な場合。 

（３）寝台料金は片道５００㎞以上の旅行で車中泊をするとき。Ｂ寝台下段料金を支給す

る。 

２ 航空賃は、緊急性及び会務の必要等に応じて支給するものとする。ただし、東京と次

の都道県間の出張には、原則として航空賃を実費で支給する。 

北海道、青森県、秋田県、東京都の島嶼、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根

県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

３ 車賃（タクシー代を除く）は、鉄道を除く陸路旅行について、実費額により支給する。 

４ 宿泊料及び日当については、次の各号に定めるところによる。 
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（１）宿泊料は、片道５０キロメートルを超える出張の場合のみ適用するものとし、宿泊

日数に応じて１泊１１，５００円を限度として支給することができる。 

（２） 日当は、片道５０キロメートル以内の旅費については半日当２，０００円を限度と

して、また、片道５０キロメートルを超える日帰り出張の場合については４，０００

円を限度として支給することができる。 

 

第３章  雑      則 

 

第 11 条 宿泊費を包含する航空券パック（旅行社等が扱う所謂ビジネスパック）を利用し

た場合は、パック料金と本細則で定める航空賃と宿泊費の合計額との安価な料金を支給

する。パック料金に含まれる食事代は対象外とする。 

２ 前項の場合、パック旅行の内容を確認できる書類及び支払を証する書類を支出行為担

当者に提出しなければならない。 

（参考資料） 

第 12条 旅費の計算にあたっては、「時刻表」を参考資料とする。 

 

 

※ 旅費計算をする場合には、全振連までご連絡ください。 
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（別紙５） 

公募開始から補助金支払いまでの流れ 

 

 

  公   募   開   始  ７月４日（月）～ 

          ↓ 

 応   募   締   切  ７月２５日（月） 

↓ 

 書   類   審   査  ７月２６日（火）～８月２６日（金） 

↓     ８月２９日(月)審査委員会 

         選 考 結 果 の 通 知  ８月３１日（水） 

↓ 

 補助対象(採択)事業者に対する説明会  各県振連で開催予定 

↓          ※(注)  

 補 助 金 交 付 申 請  

↓ 

         補 助 金 交 付 決 定  ９月中旬 交付申請後順次 

↓ 

         事   業   開   始  

↓ 

 事 業 報 告  

↓ 

         額 の 確 定  

↓ 

         補 助 金 支 払  

 

   ※ 上記のスケジュールは予定ですので、変更する場合があります。 

 

※ (注)「補助対象（採択）事業者に対する説明会」は、交付申請等の作業を実施してい

く上で必要な手続き等について説明するもので、採択組合等は必ず出席していただく

こととしています。 

なお、「補助対象（採択）事業者に対する説明会」等への出席旅費は各自の負担とな

り、補助金対象外となります。 
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Ⅱ.応募書類 

 

 

（様式 １）  

平成  年  月  日 

 

 

全国商店街振興組合連合会 理事長 殿 

 

 

団体名 

代表者名              印 

 

 

 

平成２３年度商店街実践活動事業への応募申請書 

 

標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。 

 

 

記 

 

１．組合等の概要 （様式２） ７部 

 

２．事業計画書 （様式３） ７部 

 

３．経費明細表 （様式４） ７部 

 

４．添付書類  

（１）直近年度の事業報告書及び決算関係書類 ２部 

（２）定 款（任意の団体については会則等定款に替わるもの） ２部 

（３）その他（商店街パンフレットや商店街ＰＲ写真・資料等） ７部 

  

（注）事業報告書及び決算関係書類並びに定款等が被災のため準備できない場

合は、商店街パンフレット等の事業活動が確認できるもの２部を提出してくださ

い。 
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（様式２） 

                  組 合 等 の  概 要 

 

Ҟ˗  

① 事業実施組合等の名称  

 

 

② 組合等の所在地             

 

 

 

 

③ 代表者役職・氏名 

（ふりがな） 

☻   

 

                                          ׀

 

④ 電話番号/ ＦＡＸ番号   

 

  

 

⑤ 担当者（ふりがな）等 ׀                                          

 

►   

 

ϼ ֵ  

 

  

 

⑥ 設立年月日  

 

⑦ 出資金額                     Л 

 

⑧ 組合員数                     ˲ 

 

⑨ 専従役職員数 ☻ᴣ ☻  ˲          ׀

 

ᴣ           ˲ 
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ᵀↄ  

 ˲֥ ֻ ֯

⅍ ⁸Ӣ 

 

 Ὣ  Ὣ  

 

Ὣ  

 

 ᵀↄ ֗ ᵀↄ ↄ

 

 

 

ֻ                   ↄ ↄ       ↄ  

 ʢᴜ     ↄ      ᴜ     ↄ     

 ̀ᾛṸ     ↄ     

 ↄ     ↄ       ̀     ↄ     

  ̀     ↄ     

 ᵀↄ ⱪ  

 

 

 

 

 

 

ιר 

►  ֯

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʺỷʴⱲ 

 ϽὖʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ̀        

˧  

►  ֯

 ♪ ʴⱲ 

 ὤ ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ̀         

 ᵀↄ ֝ ⁵ ᷂Ḣ   

 

 

 

 

ᵀↄ ᵂ

 

 

 

 

 

 

 ʣ ᵂ

ὕ ᷀ ᵀↄ

֝  
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（様式３）  

˗      

 

 ˗  ׀

 

 

 

 ˗   

 ὕ Ҟᾍ ˗

˗ Ӣѝ 

̝ ᾍꜘ

᷂Ḣ ᷂Ḣ

►

ʤ

֯  

 

 

̝ ᾍꜘ ► ᾛ ʤ

֯  

 ᾜἧ ӓ 
  ὄЋ ὄⱲ 
 ̭ ̝ ṑ  
 ҍ  
 ᷂Ḣ ᵀ›  
ʣׄר   ὖҘׄʣ ӓ ҧ ӓ 

᷂Ḣ ► ᾛ ʤ  ֯

     ᷂  
     ᷂ ̊Ẇ ֝  

᷂Ḣ ► ᾛ ʤ

֯  

     ᷂  
     ᷂ ̊Ẇ ֝  

 ˗   
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 ˗ ὕ ˔ὑ  ˧̂ ὑ ₳    ₴       

 

 ˗ ὕ ḹ   

 

 ˗ ὕ ̱Ѱ ˗ ὕ

► ϼ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˗ ҧ / Ι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˗                  Л 

 

 Ҟᾍ                  Л 

 

 ᶮ↕ Ҟ

 

                  Л 

 ⁫                  Л 

 

 ᶮ̊Ẇ Ҟ  Ҟ         ► ᶪ  

   ׀

ᶧ̱ ᷂ ̱   ׀

Ҟ            Л 
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（様式４） 

経  費  明  細  表 

（単位：円） 

補助対象経費 

補助事業に

要する経費 

補助対象経費 

国庫補助金 
 補助事業に要する経費に

係る積算内訳（消費税込み） 区分 項  目 
員数・

回数等 
事業金額 

 

 

  

①謝金 専門家謝金 
 人    

②旅費 

専門家旅費 
 人    

役職員旅費 
 人    

小計 
 人    

③庁費 

会議費 
 ―    

会場借料 
 ―    

会場設営費 
 ―    

広報費 
 ―    

印刷製本費 
 ―    

通信運搬費 
 ―    

備品費 
 ―    

委託費 
 ―    

雑役務費 
 ―    

 
 小 計 

 ―    

④その他 
の経費 その他の経費 

 ―    

①～④の合計 
 ―    

⑤その他補助対象外経費 
 ―    

総事業費 
（①～⑤の合計） 

 ―    

※旅費については、様式５の旅費支給明細表を個別ごとに添付。 
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（様式５） 

旅 費 支 給 明 細 

 

（単位：円） 

氏  名  住 所    

出張期間 
自   年  月  日 

至   年  月  日 

（日間） 

   

(夜) 

   

起点 

終点 

   駅より（       経由） 

        駅まで 

用  務  

請 

求 

金 

額 

の 

内 

容 

区  分 区     間 
金       額 

片道料金 往復料金 

運 賃 

自      至      km   

自      至      km   

船 賃 自      至      km   

航 空 賃 自      至      km   

特別急行料金 

自       至      km   

自      至      km   

普通急行料金 

自      至      km   

自      至      km   

指定席料金  自      至         km   

 寝 台 料 金  自      至      km 日分  

日      当 半日    円   1日      円  日分  

宿 泊 料       泊           円 泊分  

合         計  

※事業計画で専門家旅費、役職員等旅費がある場合、作成して下さい。 
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Ⅲ.応募記入例 

 

 

（様式 １）  記入例 

平成２３年○月○日 

 

 

全国商店街振興組合連合会 理事長 殿 

 

 

 

 

団体名  ○○○商店街振興組合 

代表者名  理事長 ○ ○ ○ ○     印 

 

 

平成２３年度商店街実践活動事業への応募申請書 

 

標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。 

 

記 

 

  １．組合等の概要 （様式２）   ７部 

  ２．事 業 計 画 書 （様式３）   ７部 

  ３．経 費 明 細 表 （様式４）   ７部 

４．添付書類 

（１）直近年度の事業報告書及び決算書関係書類        ２部 

（２） 定款（任意の団体については会則等定款に替わるもの）２部 

 （３）商店街パンフレット又は商店街ＰＲ写真・資料等       ７部 
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（様式２） 記入例 

組 合 等 の  概 要 

 

Ҟ˗  

① 事業実施組合名等の名

称 

ᵀↄ ֻ 

 

 

② 組合等の所在地                

 

 

 

 

③ 代表者役職・氏名（ふり

がな） 

☻  

 

׀     

 

④ 電話番号/ ＦＡＸ番号   

 

 

 

⑤ 担当者名（ふりがな）等  ׀    

 

►  

 

ϼ ֵ  

 

 

 

⑥ 設立年月日  

 

⑦ 出資金額                  Л 

 

⑧ 組合員数                  ˲ 

 

⑨ 専従役職員数 ☻ᴣ ☻ ׀           ˲ 

 

ᴣ            ˲ 
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ᵀↄ  

 ˲֥ ֻ ֯

⅍ ⁸Ӣ 

 

 Ὣ  Ὣ  

Ὣ  

 ᵀↄ ֗ ᵀↄ ↄ

 

 

 

ֻ               ↄ ↄ       ↄ  

 ʢᴜ     ↄ      ᴜ     ↄ     

 ̀ᾛṸ     ↄ     

 ↄ     ↄ       ̀     ↄ     

  ̀     ↄ     

 ᵀↄ ⱪ ᵀↄ ᵀↄ ᵀↄ ẎḌ

ↄ ᷂ Ӕ Ẏ ᵀↄ ̊Ѽ ק ᷂Ӣ ʴⱲᵀↄ

᾽ ⅎḢ ρ ẆẎḌↄ ї Ҙ╠ט ẕ

ↄ Ṕқ қ ͫ ↄ ά ὖ ᵀↄ

ʺ ᶦ  

 ιר 

►  ֯

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʺỷʴⱲ 

 ϽὖʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ̀       

 ˧  

►  ֯

 ♪ ʴⱲ 

 ὤ ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ʴⱲ 

 ̀       

 ᵀↄ ֝ ⁵ ᷂Ḣ

 

⁸ ˲֥ ˲ ⁸ К ̬ ᵀ› ʴ ⁸ ᵀ

Ԅ ᾛṸ ► ᷂Ӣ ʴ ⁸ ʴⱲ ᵀ Ҳ ᷂ḢʝЛ Ẏ ◙

Ҙ ₴ ⁸ Ẇ Ẏ ᾛṸↄ ᷂

ʝ ᵀↄ ᵣ ӓ ♥ Ҳ Ẁӓ ◙

֞ ► ᵀↄ ԝ  

ᵀↄ ᷂Ӣ ⁸ ʴⱲ ֦ ᷂ ◐ Ḝʤ

ᵀↄ ᷂Ḣ ☻Ҋ  

 ᵀↄ ᵂ

 

[ ] 

ὄЋ ὄⱲ ṑ Ϯ  

[ᵂ ] 

Ҙ ↄ їↄᾍ ♥ ᾍ ṑᾍ  

 ʣ ᵂ

ὕ ᷀

ᵀↄ ֝  

ὄЋ ὄⱲ AED ʥ ᾍ ᵃ Ҳ 

Ҙ ↄ 

ṑ Ϯ ρ ₴ᶥ Ẏ ρ  
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（様式３） 記入例 

˗      

 

Њ͈ ̊ʤ Њ ► ᵂ Е̱ Кὦ ҧ

Њ  

˗ Ӵ ҧ ˓ ҧ  

 ˗ ̈ ׀ ї█ᵀↄ ˗  

 ˗  ᵀↄ  

 ὕ Ҟᾍ ˗

˗ Ӣѝ 

̝ ᾍꜘ

᷂Ḣ ᷂Ḣ

►

ʤ

֯  

 

̝ ᾍꜘ ► ᾛ ʤ

֯  

 ᾜἧ ӓ 
  ὄЋ ὄⱲ 
  ̭ ̝ ṑ  
 ҍ  
 ᷂Ḣ ᵀ›  
ʣׄר   ὖҘׄʣ ӓ ҧ ӓ 

᷂Ḣ ► ᾛ ʤ  ֯

     ᷂  
     ᷂ ̊Ẇ ֝  

᷂Ḣ ► ᾛ ʤ

֯  

     ᷂  
     ᷂ ̊Ẇ ֝  

˗  ˗ Кὦ ˗ ҍ ›ẑ ̊ʤ Њ͈ ֓ Е

̱ Њ  

̝ ᾍꜘ Њ͈  
 ὄЋ ὄⱲ  
ὄЋ ὄⱲ ͪ ᵀↄ ὑ

ὕ ל ᴁ ᷂Ϸ

ό σ  
 

 ̭ ̝ ṑ ṑᵂ ᵃ ֗˗  

CO2ѹ  in ᵀↄ ᷂Ϸ ̱ ṑ ͜

˲ Ẏἶ ֺᵀↄ

∕ ᶥ֛ ᷂Ḫ̇ ׄ ṑᵂ ᵃ  
 

᷂Ḣ Њ͈  

 ᷂ ̊Ẇ ֝ ̸ ˗  

ᵀↄ ẉ◓ Ҙ ̸

ϽẎ̓ ὕ Ҙ

᷂Ϸ̮ ⅎ  
 

᷂Ḣ Њ͈  
 ᷂ Ҳ Ṹ 

ᴜ ʥ ᷂ ᷂̊Ẇ ᵀↄ ► ʥ

ᴜ Ҳ Ṹ ᾴ ᷂ ᴜ ᷂̊Ẇ Ṹ
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 ˗ ὕ ˔ὑ  ˧̂ ὑ ₳    ₴       

 

 ˗ ὕ ḹ   

 

 ˗ ὕ ̱Ѱ ˗ ὕ

► ϼ  

˗ ὕ ̱Ѱᶫ ☻Ҋѝ ὕ ϼ Њ

ὕ ὓ ѩ ̂  

 ˗ ҧ / Ι  

 

˗ ҧ ὑ Кὦ ὑ Њ  

ὄЋ ὄⱲ ᵀ ◐  ͑

ὕ ʴ Ṕқ ӧ˲ ӧ  ˲  

ὕ ʴ Ṹʣ Ṕқ ӧʠЛ  ӧʠЛ  

 ˗                  Л 

 

 Ҟᾍ                  Л 

 

 ᶮ↕ Ҟ

 

Ҟ ₁ Њ ʴᾛ̔ Ҙׄʣ Ҟ

̀ ᶮ↕ Ҟ ḹֻ ˗ ᾍ

 

 ⁫                  Л 

 

 ᶮ̊Ẇ Ҟ  Ҟ         ► ᶪ  

   ׀

ᶧ̱ ᷂ ̱   ׀

Ҟ            Л 
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（様式４） 記入例 

経  費  明  細  表 

                                                      （単位：円） 

補助対象経費 

補助事業に要

する経費 

補助対象経費 

国庫補助金 
補助事業に要する経費に係る

積算内訳 （消費税込み） 区分 項  目 

員数・

回数等 事業金額 

 

 

  

①謝金 専門家謝金 
210,000 ３人 200,000 200,000 ○○ 60,000、○○○ 70,000 

○○○ 80,000 

②旅費 

専門家旅費 31,860 １人 30,342 30,000 別添、旅費支給明細のとおり 

役職員旅費  人    

小計 31,860 人 30,342 30,000  

③庁費 

会議費 
16,800 ― 16,000 

 

10,000 ＠400×10 人×4 回×1.05＝

16,000 

会場借料 

113,400 ― 107,047 100,000 ○○ホテル@20,000×4 回×1.1

× 1.05＝ 92,400、 ○ ○ 会 館

@10,000×2 日×1.05＝21,000 

会場設営費 

262,500 ― 250,000 250,000 ステージ設営＠100,000×1.05＝

105,000、PA＠100,000×1.05＝

105,000、椅子・机等＠50,000×

1.05=52,500 

広報費 

103,950 ― 99,000 99,000 チ ラ シ@10× 5,000 枚 ×

1.05=52,500、折込料@5×4,800

×1.05＝25,200、ポスター@500

×50 枚×1.05＝26,250 

印刷製本費 
105,000 ― ０ ０ ○○報告書（市の補助事業） 

＠100,000×1.05＝105,000 

通信運搬費  ―    

備品費  ―    

委託費 315,000 ― 300,000 281,000 ○○を委託                           

雑役務費 64,000 ― 64,000 30,000 ＠8,000×4 人×2 日＝64,000 

  小 計 980,650 ― 836,047 770,000  

 ④その他 
の経費 

その他の経費  ―    

①～④の合計 1,222,510 ― 1,039,089 1,000,000  

⑤その他補助対象外経費 278,490 ― ０ 0  

総事業費 
（①～⑤の合計） 

1,501,000 ― 1,039,089 1,000,000  

※旅費については、様式５の旅費支給明細表を個別に添付。 

※事業費総額が１００万円に比して相当額に上る場合、国庫補助金の列は、最も補助金の効果が

期待される経費に対して要望額を記入して下さい。 
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（様式５）  記入例 

旅 費 支 給 明 細 

 

（単位：円） 

氏  名  住 所    

出張期間 
自   年  月  日 

至   年  月  日 

（日間） 

  ２ 

(夜) 

  １ 

起点 

終点 

   駅より（      経由） 

        駅まで 

用  務 平成○○年度商店街実践活動事業に係る○○ 

請 

求 

金 

額 

の 

内 

容 

区  分 区     間 
金       額 

片道料金 往復料金 

運 賃 

自○○     至○○ 200.1km 3,260 6,520 

自      至      km   

船 賃 自      至      km   

航 空 賃 自      至      km   

特別急行料金 

自○○     至○○ 182.2 km 2,410 4,820 

自      至      km   

普通急行料金 

自      至      km   

自      至      km   

指定席料金  自○○     至○○ 182.2 km 510 1,020 

 寝 台 料 金  自      至      km 日分  

日      当 半日    円   1日 4,000円 ２日分 8,000 

宿 泊 料      1泊   11,500 円 泊分 11,500 

合         計 
31,860 

※事業計画で専門家旅費、役職員等旅費がある場合、作成して下さい。                              

 

 


